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第６次美里町総合振興計画等策定業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１．業務の目的 

本業務は、「第５次美里町総合振興計画」が令和７年度をもって計画期間が終

了するため「第６次美里町総合振興計画」及び関連計画を策定することを目的と

する。 

 

２．業務の概要 

⑴ 業 務 名  第６次美里町総合振興計画等策定業務委託 

⑵ 業務内容   別紙「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託仕様書」（以 

下、「仕様書」という。）のとおり 

 ⑶ 選定方法   公募型プロポーザル 

 ⑷ 業務期間   契約締結日から令和８年３月３１日まで 

⑸ 提案上限額  金 １４，９８４，０００円 

           うち、令和６年度：金  ７，９５３，０００円 

              令和７年度：金  ７，０３１，０００円 

※消費税及び地方消費税を含む。 

※見積金額が提案上限額を超えた場合は、失格とする。 

 

３．参加資格及び条件 

本業務に参加を希望する者は、次に掲げる全ての条件を満たすものとする。 

⑴  企業、ＮＰＯ法人その他の法人であって、本事業を的確に遂行する能力を有す

る者。 

⑵  美里町入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。 

⑶  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１１第１項におい

て準用する同法第１６７条の４に規定する者でないこと。 

⑷  会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づく更生手続を開始する

申立て及び民事再生法（平成１１年法律第２２５条）の規定に基づく再生手続を

開始する申立てをしていない者または申立てがなされていない者であること。 

⑸  令和５年度中に、総合振興計画策定の契約実績があること。また、過去 3年以

内に国土強靱化地域計画策定の契約実績があること。 

⑹  プライバシーマーク（Ｐマーク）付与事業者又は情報セキュリティマネジメン

トシステム（ISMS）適合性評価の認証取得事業者であること。 

⑺   本業務において、充分な業務執行能力を有し、適正な執行体制を有すること及

び本町の指示に迅速かつ柔軟に対応できること。 
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４．スケジュール 

   本事業の事業者の募集、選定及び全体スケジュールは以下のとおりである。た 

だし、応募多数の場合、企画提案書等の書類による一次審査を実施する。スケジ 

ュールが変更となった場合は、参加資格審査結果通知と併せて通知する。 

 内容 日程 

１ 実施要領等の公表 令和６年５月 ２日(木） 

２ 質問書の提出期限 令和６年５月１０日(金)正午 

３ 質問に対する回答の公表予定 令和６年５月１７日(金) 

４ 参加表明書・資格審査書類の提出期限 令和６年５月２４日(金)午後５時 

５ 参加資格審査結果通知 令和６年５月２９日(水) 

６ 提案審査書類の提出期限 令和６年６月 ４日(火)午後５時 

７ プレゼンテーション 令和６年６月１８日(火) 

８ 選定審査会の審査結果の通知 令和６年６月２１日(金) 

９ 契約締結予定日 令和６年６月２４日(月) 

 

５．質問書の受付 

⑴ 質問書の提出 

本プロポーザルに対し質問がある場合は、様式第１号「第６次美里町総合振

興計画等策定業務委託公募型プロポーザル質問書」にて、令和６年５月１０日

（金）正午までにメールにて提出すること。なお、メールの件名は「第６次美

里町総合振興計画等策定業務委託に関する質問書（業者名）」とし、メール送信

後、下記「１４．担当・連絡先」に記載の担当宛に必ず電話により着信を確認

すること。 

⑵ 提出先 

「１４．担当・連絡先」に記載のメールアドレス宛 

⑶ 質問に対する回答 

質問に対する回答は、令和６年５月１７日（金）に美里町ホームページにて   

公表する。 

 

６．参加表明書等の提出 

本事業に参加する者は、参加表明書及び資格審査に必要な書類を提出するものとす

る。 

⑴ 提出書類 

① 参加表明書（様式第２号） 

② 会社概要書及び業務実績表（任意様式） 
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③ 納税証明書（その３の３）（提出時、取得から３か月以内の写し） 

④ 履歴事項全部証明書（提出時、取得から３か月以内の写し） 

⑤ プライバシーマーク又はＩＳＯ/ＩＥＣ２７００１（情報セキュリティマネ

ジメントシステム（ＩＳＭＳ）の承認・認定を受けていることが分かる書類 

⑵ 提出方法 

① メール（提出期限内必着）によりＰＤＦデータを提出すること。 

② メール本文を含み５ＭＢを超える場合は、大容量ファイル転送サービスを使

用する方法又は当該提出物に係るデータを書き込んだＣＤ‐Ｒを次のいずれ

かの方法によって提出すること。 

ア 持参の場合 

提出期限までに（土日及び祝祭日を除く午前９時から午後５時まで）、下

記「１４．担当・連絡先」に記載の担当窓口に持参すること。 

イ 郵送の場合 

配達の有無が確認できる郵便に限り提出期限までに、下記「１４．担当・

連絡先」に記載の担当まで必着すること。 

③ メールの件名は「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託参加表明（業者

名）」とし、メール送信後、下記「１４．担当・連絡先」に記載の担当宛に必

ず電話により着信を確認すること。 

⑶ 提出先 

「１４．担当・連絡先」に記載のメールアドレス宛 

⑷ 提出期限 

   令和６年５月２４日（金）午後５時まで 

 

７．企画提案書等の提出 

 ⑴ 企画提案書等の提出 

   参加表明書を提出した者は、別紙１「第６次美里町総合振興計画等策定業務委

託仕様書」を確認のうえ、下記の関係書類を作成し、提出すること。 

① 企画提案書 

 ア 提案内容は、提案のポイントを箇条書きにするなど、簡潔かつわかりやす

い表現で記述すること。なお、専門用語や略語を使用する場合には、初出の

箇所に一般用語を用いて定義を記述すること。また、必要に応じて注釈を付

記すること。 

イ １０.（１）の評価項目に基づき、表紙・目次を除き２０ページ（両面印刷

で１０枚）以内にまとめること。 

ウ 日本産業規格Ａ４（以下「Ａ４版」という。）横書きで記載すること。ただ

し、必要に応じて日本産業規格Ａ３による記載も可とする。 

エ 本文で使用する文字サイズは、図面や表を除き１０.５ポイント以上とす

ること。 
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オ 別紙１「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託仕様書」に示した要件

以外で有効と思われる提案があれば記述すること。 

カ 企画提案書は、ＰＤＦデータにて提出すること。 

② 見積書 

ア 別紙１「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託仕様書」を理解した上

で、当業務全体２年間における経費の総額を積算し、各年度の内訳を記載し

た見積書（任意様式）を作成すること。 

イ 費用算出にあたり見積条件等がある場合は、その内容を明記すること。 

ウ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに

関わらず、見積金額に消費税額を加算すること。 

エ 見積価格は、提案内容評価の参考として利用するものであり、契約金額と

ならない。 

③ 工程計画表（自由様式） 

④ 業務実績書（様式第３号） 

⑤ 業務実施体制（様式第４号） 

⑥ 配置予定担当者調書（管理者）（様式第５号） 

⑦ 配置予定担当者調書（主たる担当者）（様式第６号） 

⑵ 提出方法 

① メール（提出期限内必着）によりＰＤＦデータを提出すること。 

② メール本文を含み５ＭＢを超える場合は、大容量ファイル転送サービスを使用

する方法又は当該提出物に係るデータを書き込んだＣＤ‐Ｒを次のいずれか

の方法によって提出すること。 

ア 持参の場合 

提出期限までに（土日及び祝祭日を除く午前９時から午後５時まで）、下記

「１４．担当・連絡先」に記載の担当窓口に持参すること。 

イ 郵送の場合 

配達の有無が確認できる郵便に限り提出期限までに、下記「１４．担当・連

絡先」に記載の担当まで必着すること。 

 ③ メールの件名は「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託企画提案書（業

者名）」とし、メール送信後、下記「１４．担当・連絡先」に記載の担当宛に必

ず電話により着信を確認すること。 

⑶ 提出先 

  「１４．担当・連絡先」に記載のメールアドレス宛 

⑷ 提出期限 

  令和６年６月４日（火）午後５時まで 

⑸ 提出書類の取り扱い 

① 提出された書類は、審査の結果にかかわらず一切返却しない。 

② 提出された書類は、本プロポーザルに係る業務に使用する場合に限り、必要に
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応じて複写する場合がある。 

③ 提出された書類は、他事業者に提供しない。 

④ 書類の提出期限後において、書類の追加・修正・変更は認めないものとする。

ただし、審査に必要と認められる場合は、資料の追加提出を求めることがある。 

 

８. プロポーザルへの参加辞退 

参加表明関係書類、企画提案関係書類を提出した後に、本プロポーザルへの参加を

辞退する場合は、第６次美里町総合振興計画等策定業務委託公募型プロポーザル参加

辞退届（様式第７号）をメールにて提出すること。 

なお、メールの件名は「第６次美里町総合振興計画等策定業務委託プロポーザル参

加辞退（業者名）」とし、「１４．担当・連絡先」に記載のメールアドレス宛にメール

送信後、下記「１４．担当・連絡先」に記載の担当宛に必ず電話により着信を確認す

ること。 

 

９. 事業者の選定方法 

⑴ 町職員１１人により構成される選定委員会により、企画提案関係書類及びプレ

ゼンテーションを審査し、選定する。この場合において、選定の参考として、関

係職員が同席する場合がある。 

⑵ 審査は、あらかじめ定められた「事業者選定基準」に基づき公正に行い、契約

候補事業者（以下「候補者」という。）と次点契約候補者を選定する。なお、業

務の実施に際して、企画提案の内容をそのまま実施することを約束するもので

はない。 

⑶ 選定後、候補者と町は、企画提案の内容をもとにして、業務の履行に必要な具 

体的な履行条件等について協議及び調整（以下「交渉」という。）を行う。この交

渉が調ったのちに、契約手続きに進むものとする。なお、交渉が調わなかった場

合には、次点契約候補者に選定された事業者が、改めて町と交渉を行うこととす

る。 

 

１０. 審査方法 

⑴ 書類審査  

提出された企画提案書等について、提案書記載事項・経費見積書・工程計画表 

等の内容により審査する。ただし、別紙１「第６次美里町総合振興計画等策定業 

務仕様書」に記載されている要件を満たしていない場合又は見積書の合計額が提 

案上限額を超過している場合は、審査対象から除外する。 

審査の方法は、総合評価方式とし、評価項目及び配点は、以下のとおりとする。 

 

 



6 

 

評価項目 評価の視点 配点 

計画策定等に

関する実績 

・過去の業務受注実績（現在受注している業務を含

む。）により、業務を適切に遂行する能力が見込まれ

るか。 

20 業務履行体制 

・各業務に対する組織体制、人員配置は適正か。また、

配置予定者の実務経験が本業務を行うにあたり十

分な経験を有しているか。 

業務の実施手

続 

・各提案内容のスケジュールが、業務を行うにあたり

現実的なものとなっているか。また、策定業務フロ

ーの提案がなされているか。 

企画提案 

・本業務の目的等を十分に理解し、全体像を明確に描

けているか。 

・本町の特性・課題を踏まえた提案がなされているか。 

・ＳＤＧｓの視点を取り入れるなど時代潮流を意識し

た先進性や独自性のある提案がなされているか。 

・住民意識の把握及びその分析について適切な提案が

なされているか。 

・審議会等の運営支援に関する提案は円滑な会議の運

営等に資する内容であるか。 

・本業務で策定する計画のほか、本町の個別計画との

整合性や連動が図られ、業務の効率化が期待できよ

うな提案がなされているか。 

55 

プレゼンテー

ション 

・業務に対する取組意欲が感じられるか。 

・本町の特徴を十分理解・認識しているか。 
5 

その他 ・独自の提案、工夫などのＰＲ 5 

見積書の価格  配点×（最低値提案見積額／提案見積額） 15 

合   計 100 

 

⑵ プレゼンテーション審査 

   各事業者から、提案の内容説明及び各システムのデモンストレーションを受け、 

質疑応答を行った後、内容を評価する。実施概要は以下のとおりとする。 

①  日 時：令和６年６月１８日（火）予定（時間は追って連絡する。） 

②  場 所：美里町役場 

③  出 席 者：５名以内 

④  説明時間：１社あたり２５分以内（自己紹介、設営及び撤収時間は含めない。） 
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⑤  質疑応答：プレゼンテーション終了後に１０分程度実施 

 

⑶ プレゼンテーション審査における留意事項 

① プレゼンテーションは、提出した企画提案書等を基に行うものとし、追加提

案や追加資料の配布は認めない。 

② 本業務に実際に従事する者がプレゼンテーションを行うものとし、映像によ

るプレゼンテーションは認めない。 

③ PowerPoint その他ソフトウェアの利用は可とする。 

④ プロジェクター（D-Sub15 ピン又は HDMI の接続可）、電源、スクリーン、延

長コードは、町で用意する。それ以外で必要となるパソコンその他の機器が

必要な場合は、各自用意すること。 

⑤ 日程、場所等の詳細は、応募者に別途通知する。 

⑷ 結果通知 

審査結果の通知は、事業者に通知する。なお、審査経過及び審査結果に関す

る質問・異議申し立ては、一切受け付けないものとする。 

 

１１. 失格事項 

次のいずれかに該当した場合は、その者は失格とする。 

⑴ 「３．参加資格及び条件」を満たさなくなった場合又は参加資格を満たさない

ことが判明した場合 

⑵ 提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合 

⑶ 提案書の作成形式及び記載上の留意事項に示された要件に適合しない場合 

⑷ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

⑸ 見積限度額が、「２．業務の概要」⑸提案上限額の金額を超過している場合 

⑹ プレゼンテーションに参加しなかった場合 

⑺ 審査の公平性を害する行為があった場合 

 

１２. 契約方法 

⑴ 見積書徴取の相手先（候補者）の特定 

選定委員会により選定した契約しようとする者を、本業務契約に係る随意契約

の見積書徴取の候補者として特定するとともに、業務の詳細内容の協議を実施す

るものとする。なお、特定した結果は書面により通知するとともに、町ホームペ

ージで公開する。ただし、下記のいずれかに該当し、候補者との契約が締結でき

ない場合には、次点契約候補者を契約相手先の候補とする。 

①  契約しようとする者が、地方自治法施行令第１６７条の４に規定に該当する。 

②  契約しようとする者が、破産法による破産手続開始の申立て、会社更生法及 

び民事再生法による再生又は再生手続きの対象となった。 

③  契約しようとする者が、美里町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力
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団及び同条第２号に規定する暴力団員に該当する。 

④  契約しようとする者が、宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人及び団

体であった。 

⑤  契約しようとする者が、美里町から指名停止の措置を受けている。 

⑥  契約しようとする者が、本業務契約の締結を辞退した。 

⑦  その他の理由により、契約しようとする者と業務契約の締結が不可能となっ

た。 

 

１３. 留意事項 

⑴  本プロポーザルに要する経費は参加事業者負担とし、提出書類等は返却しない。 

⑵  提出期限以後の書類の再提出、追加、差し替えは認めない。 

⑶  提出書類は、無断で審査目的以外に使用しないが、審査目的の範囲内で複製す

ることがある。 

⑷  本件に係る情報公開請求があった場合には、美里町情報公開条例（平成１１年

条例第９号）に基づき、提出書類を公開することがある。 

⑸  審査結果についての異議申し立ては一切受け付けない。 

⑹  選定過程の透明性を確保するため、必要な範囲で参加事業者ごとの評価結果を

事後に公表する。 

⑺  検討すべき事項が生じた場合は、美里町と請負者で別途協議する。 

⑻  本プロポーザル終了後に、候補者から辞退の申し出があったとき、又は候補者

が不適格者であると判断されたときは、契約を取り交わさない場合がある。この

場合、美里町は損害賠償の責は一切負わないものとする。 

⑼  事業者選定後、本プロポーザルで提出した経費見積書以上の追加経費は、原則

として認めないものとする。追加費用の必要が生じた場合は、選定を取り消す場

合がある。 

 

１４．担当・連絡先 

美里町役場 総合政策課 まち創生係 飯野 

〒３６７－０１９４ 埼玉県児玉郡美里町大字木部３２３番地１ 

電話 ０４９５－７６－１１１４（直通） 

E-mail kikaku@town.saitama-misato.lg.jp 

 


